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Ⅳ 国際競争力の強化と物流効率化

航空機に係る特例措置の延長及び拡充

【延長】

○ 法 人 税：航空機の特別償却 ５％（１４０トン以上）

○ 固定資産税：国内路線就航機の課税標準 ３年間２／３

【拡充】

○ 固定資産税：１３０トン未満の国内路線就航機の課税標準 ３年間１／２

我が国航空の国際競争力を確保するとともに、地域の発展を支える地方航空ネット

ワークを維持するため、航空機に係る特例措置を延長・拡充。

国際船舶に係る特例措置の延長

○ 登録免許税：所有権保存登記、抵当権設定登記 ２／１０００

我が国外航海運の国際競争力強化により、日本籍船を安定的に確保し貿易物資の安

定輸送を図るため、国際船舶に係る特例措置の適用期限を延長する。

倉庫用建物等に係る特例措置の延長

倉庫用建物等に係る課税の特例措置を所要の見直し・重点化を行った上で延長

【延 長】

○ 所得税・法人税：割増償却 ５年間１０％（倉庫）

○ 固定資産税・都市計画税：課税標準５年間１/２（倉庫）

課税標準５年間３/４（附属設備）

課税標準５年間５/６（保税蔵置場、港湾上屋）

物流コストの削減

ＣＯ２削減

輸入促進⇒　廃　止

流通効率化⇒政策目的を踏まえた要件の見直し

政策目的に合致するものを流通効率化に追加（２割程度削減）

政策目的（物流コストの削減や地球温暖化対策）
に沿った対象施設・地区の見直し・重点化

（２割程度削減）

〔見直し・重点化の内容〕
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【アジア主要港のコンテナ取扱量】

香港

18,600
1,465

高雄

8,493
979

釜山

9,436
634

大阪湾

3,740
1,724

東京湾

5,236
1,354

上海

8,610
49

外貿コンテナ埠頭に係る特例措置の延長

○ 固定資産税・都市計画税：

平成１０年３月３１日までに所有した埠頭 課税標準 １／２

（承継分） 課税標準 ３／５

平成１０年４月１日から平成１８年３月３１日までに取得する埠頭

課税標準 当初１０年間 １／５、その後 １／２

我が国港湾の国際競争力を確保するため、外貿埠頭公社が所有又は取得するコン

テナ埠頭に係る特例措置の適用期限を延長する。

中小企業投資促進税制の延長

○ 中小企業者の設備投資を促進するため、経済対策として措置されている中小企

業者が機械等を取得した場合の特別償却（３０％）又は税額控除（７％）の適

用期限を延長（所得税、法人税）

対象設備：トラック（車両総重量3.5ﾄﾝ以上 、内航貨物船（取得価額の７５％ 、） ）

機械装置（１６０万円以上 、器具備品（合計額１２０万円以上））

2002年(上段)
1980年(下段)

港湾取扱個数

(単位：千TEU)

※大阪湾は2000年のものを使用

2002年(上段)
1980年(下段)
2002年(上段)
1980年(下段)

港湾取扱個数

(単位：千TEU)

※大阪湾は2000年のものを使用

トラック・内航貨物船
の購入促進

代替促進により環境
負荷の軽減にも大き
く寄与

自動車・造船関連業界への
幅広い波及効果を通じて、
我が国の景気回復に大きく
貢献

トラック・内航貨物船
の購入促進

代替促進により環境
負荷の軽減にも大き
く寄与

自動車・造船関連業界への
幅広い波及効果を通じて、
我が国の景気回復に大きく
貢献


